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15住特 第 28号

平成 15年 4月 3日

日本政策投資銀行

総裁 小  村  武  様

名古屋市長 松  原  武

損失補償証書

名古屋市は、名古屋臨海高速鉄道株式会社の西名古屋港線建設に係る貴行からの借入
金に対する名古屋市会の平成 15年第 38号議決による損失補償の対象に、下記要領の貴
行からの借入が含まれることを確認するとともに、下記融資につき貴行に損失が生じた
場合には、名古屋市がその損失を補償することを確約いたします。

(注)こ の証害において損失とは(原 契約に基づく融資について償‐
導期1限‐〈債務者が期

限の利益を喪失した場合の償還期限を含む)か ら5ヶ月を経過した日 (以下 「損失確「

定日」という。)に おいて回収されない元本及び利息 (遅延利息を含むb)の 総額を意
味し、本市は損失確定日からlヶ月以内に損!失ネ甫償を履行します。    ‐

   ‐

■ ■   以 上|

記

原契約

の表示

借入金

の使途

借入金額

率禾U

平成 12年 3月 31日付

金銭消費貸借契約

西名古屋港線建設

元本債務

金 500百万円

年 2.4%(1年 365日

の日割計算とする)

平成 17年 3月 25日から

平成 37年 3月 25日まで

の間に分害J償還

年 1 4 , 5 % ( 1 年 3 6 5

日の日割計算とする)

平‐成 14年 3月 22日付

金銭消費貸借契約

西名古屋港線建設

元本債務

金 lj 500百万円

年2.15%(1年 365

日の日害J計算とする)

平成 19年3月 25日から

平成 39年 3月 25日まで

の間に分害」償還

年 14.5%(1年 365

日の日害」計算とする)

平成 15年 3月 31日付

金銭消費貸借契約

西名古屋港線建設

元本債務

金 2,000百万円

年 1 . 4 0 % ( 1 年 3 6 5

日の 日割計算 とする)

平成 20年 3月 25日 から

平成 40年 3月 25日 まで

の間に分割償還

年 14.5%(1年 365

日の 日害」計算 とする)
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15住特 第 72号

平成 16年 2月 27日

日本政策投資銀行

総裁 小  村  武  様

名古屋市長 松  原  武  久

損失補償証書

名古屋市は、名古屋臨海高速鉄道株式会社の西名古屋港線建設に係る貴行からの借入
金に対する名古屋市会の平成 15年第 38号議決による損失補償の対象に、下記要領の貴
行からの借入が含まれることを確認するとともに、下記融資につき貴行に損失が生じた
場合にはt名 古屋市がその損失を補償することを確約いたします。

懸科替R腎耗亀持Q堤鯛ぽ翌背蓄誓撃業魅符晶墨覇著螢ゴ暫弘P石麓繁
味し、本市ヤま損失確定日からlヶ月以内に損失補償を履行します。        |

―   1以 上

記

原契約の表示 平成 16年 2月 27日 付金銭消費貸借契約

借入金の使途  1 西 名古屋港線建設

借 入 金 額  1 元 本債務 金 7,700百 万円

利    率   十 年 1.50%(1年 365日の日割計算とする)
但し、平成 25年 9月 26日以降の適用利率は、上記金銭消費貸

借契約に基づく平成 16年 2月 27日付覚書で定める利率

元本の償還方法 1 平 成 21年 3月 25日 から平成 40年 9月 25日 までの間に分割

償還      ,

遅延利息の利率 1 年 14.5%(1年 365日 の日割計算とする)
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lo住特 第 』 号

平球‐10年7月 才々1日
,容1叫容☆1資銀行
総裁1小 村  武 様

名!古屋市長 松  原  武

 ヽ           損 失補償証書

義離襲難覇整i景籍室鱗沓
: 1ヽ年、下記融資に?1貴行に環央が生|じ|た

‐

1とを確約いたしますと  ― ||  ‐ ‐||

記

原契約の表示 平成16年9月361白・付金袋消費貸を実約

管八全の質途  1 西 名古屋港線建設

1借1入 金‐額

1和||| ■秦

元本債務 金 4,000百方向

年1.9o%(11年 “'日つ母割計算|とする)

干容?‐得ギ々考‐‐1 平呼21年9月25日から平成,6イ年9月 25日|までの間に分割
償還

揮廷利息?和 率 1 年 14.5%(1年 366申の日‐割計算とする)

!季→(融資について停還期―ば(億務=が窮|
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